
福
井
県
告
示
第
１
５
号

　
社

会
福

祉
士

及
び

介
護

福
祉

士
法

（
昭

和
６

２
年

法
律

第
３

０
号

）
附

則
第

２
０

条
第

１
項

に
規

定
す

る
登

録
特

定
行

為
事

業
者

を
登

録
し

た
の

で
、

同
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

４
８

条
の

８
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

桜
手

苑

２
　

事
業

所
の

所
在

地

　
　

福
井

市
大

手
２

丁
目

２
２

－
１

８

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

社
会

福
祉

法
人

新
清

会

４
　

登
録

年
月

日

　
　

令
和

２
年

１
月

９
日

５
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類

　
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
居

者
生

活

介
護

６
　

実
施

す
る

行
為

　
　

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

　
　

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

　
　

胃
ろ

う
ま

た
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

７
　

登
録

番
号

　
　

１
８

１
１

１
０

３
０

１

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
６
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

４
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

を
指

定
し

た
の

で
、

同
法

第
７

８
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

は
な

２
　

事
業

所
の

所
在

地

　
大

飯
郡

お
お

い
町

名
田

庄
三

重
第

３
４

号
１

０

番
地

の
１

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

株
式

会
社

ス
マ

イ
ル

４
　

指
定

年
月

日

　
　

令
和

２
年

１
月

１
日

５
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類

　
　

通
所

介
護

６
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号

　
　

１
８

７
２

３
０

０
１

８
９

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
７
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

７
５

条
第

２
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

廃
止

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
８

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

は
な

２
　

事
業

所
の

所
在

地

　
大

飯
郡

お
お

い
町

名
田

庄
三

重
第

３
４

号
１

０

番
地

の
１

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

株
式

会
社

は
な

４
　

廃
止

届
出

受
理

年
月

日

　
　

令
和

元
年

１
１

月
２

９
日

５
　

廃
止

日

　
　

令
和

元
年

１
２

月
３

１
日

６
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類

　
　

通
所

介
護

７
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号

　
　

１
８

７
２

３
０

０
１

８
９

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
８
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
８

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
県

営
土

地
改

良
事

業
（

坂
井

中
央

地
区

暗
渠

排
水

（
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

）
事

業
）

に
つ

き
土

地
改

良
事

業
計

画
を

定
め

た
の

で
、

同
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
し

、
関

係
書

類
を

次
の

と
お

り
縦

覧
に

供
す

る
。

　
な

お
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
縦

覧
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
以

内
に

福
井

県
知

事
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
ま

た
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
行

政
事

件
訴

訟
法

（
昭

和
３

７
年

法
律

第
１

３
９

号
）

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
こ

の
計

画
が

定
め

ら
れ

た
こ

と
（

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
）

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
福

井
県

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
福

井
県

を
代

表
す

る
者

は
福

井
県

知
事

と
な

る
。

）
、

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

法
第

１
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

こ
の

計
画

が
定

め
ら

れ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
原

則
と

し
て

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

縦
覧

に
供

す
る

書
類

　
　

土
地

改
良

事
業

計
画

書
の

写
し

２
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

　
令

和
２

年
１

月
２

１
日

か
ら

令
和

２
年

２
月

１

　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

告
　
示

　
〇
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
の
規
定

　
　
に
よ
る
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
の
登
録

　
　
（
一
五
・
長
寿
福
祉
課
）…

…
…

…
…

…
…

一

　
〇
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ

　
　
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
一
六
・
同
）…

…

一

　
〇
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ

　
　
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
（
一
七
・
同
）…

…

一

　
〇
県
営
土
地
改
良
事
業
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計
画
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決
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お
よ
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関
係
書
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縦
覧
（
一
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〜
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農

　
　
村
振
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…
…

…
…
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…

…
…

…
…

…
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〇
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の
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定
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定
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八
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課
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…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

四
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〇
政
府
調
達
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協
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係
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…
…

…
…
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９
日

ま
で

３
　

縦
覧

に
供

す
る

場
所

　
　

坂
井

市
産

業
環

境
部

農
業

振
興

課

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
９
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
８

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
県

営
土

地
改

良
事

業
（

坂
井

中
央

地
区

農
業

用
用

排
水

施
設

（
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

）
事

業
）

に
つ

き
土

地
改

良
事

業
計

画
を

定
め

た
の

で
、

同
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
し

、
関

係
書

類
を

次
の

と
お

り
縦

覧
に

供
す

る
。

　
な

お
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
縦

覧
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
以

内
に

福
井

県
知

事
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
ま

た
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
行

政
事

件
訴

訟
法

（
昭

和
３

７
年

法
律

第
１

３
９

号
）

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
こ

の
計

画
が

定
め

ら
れ

た
こ

と
（

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
）

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
福

井
県

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
福

井
県

を
代

表
す

る
者

は
福

井
県

知
事

と
な

る
。

）
、

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

法
第

１
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

こ
の

計
画

が
定

め
ら

れ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
原

則
と

し
て

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

縦
覧

に
供

す
る

書
類

　
　

土
地

改
良

事
業

計
画

書
の

写
し

２
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

　
令

和
２

年
１

月
２

１
日

か
ら

令
和

２
年

２
月

１

９
日

ま
で

３
　

縦
覧

に
供

す
る

場
所

　
　

坂
井

市
産

業
環

境
部

農
業

振
興

課

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
０
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
８

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
県

営
土

地
改

良
事

業
（

坂
井

西
部

地
区

暗
渠

排
水

（
経

営
体

育
成

基
盤

整
備

）
事

業
）

に
つ

き
土

地
改

良
事

業
計

画
を

定
め

た
の

で
、

同
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
し

、
関

係
書

類
を

次
の

と
お

り
縦

覧
に

供
す

る
。

　
な

お
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
縦

覧
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
以

内
に

福
井

県
知

事
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
ま

た
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
行

政
事

件
訴

訟
法

（
昭

和
３

７
年

法
律

第
１

３
９

号
）

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
こ

の
計

画
が

定
め

ら
れ

た
こ

と
（

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
）

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
福

井
県

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
福

井
県

を
代

表
す

る
者

は
福

井
県

知
事

と
な

る
。

）
、

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

法
第

１
４

条
第

２
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翌
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求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
）

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
福

井
県

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
福

井
県

を
代

表
す

る
者

は
福

井
県

知
事

と
な

る
。

）
、

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

法
第

１
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

こ
の

計
画

が
定

め
ら

れ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
原

則
と

し
て

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

縦
覧

に
供

す
る

書
類

　
　

土
地

改
良

事
業

計
画

書
の

写
し

２
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

　
令

和
２

年
１

月
２

１
日

か
ら

令
和

２
年

２
月

１

９
日

ま
で

３
　

縦
覧

に
供

す
る

場
所

　
　

坂
井

市
産

業
環

境
部

農
業

振
興

課

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
６
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
８

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
県

営
土

地
改

良
事

業
（

中
番

地
区

農
業

用
用

排
水

施
設

（
湛

水
防

除
（

小
規

模
）

）
事

業
）

に
つ

き
土

地
改

良
事

業
計

画
を

定
め

た
の

で
、

同
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
し

、
関

係
書

類
を

次
の

と
お

り
縦

覧
に

供
す

る
。

　
な

お
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
縦

覧
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
以

内
に

福
井

県
知

事
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
ま

た
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
行

政
事

件
訴

訟
法

（
昭

和
３

７
年

法
律

第
１

３
９

号
）

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
こ

の
計

画
が

定
め

ら
れ

た
こ

と
（

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
）

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
福

井
県

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
福

井
県

を
代

表
す

る
者

は
福

井
県

知
事

と
な

る
。

）
、

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

法
第

１
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

こ
の

計
画

が
定

め
ら

れ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
原

則
と

し
て

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

縦
覧

に
供

す
る

書
類

　
　

土
地

改
良

事
業

計
画

書
の

写
し

２
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

　
令

和
２

年
１

月
２

１
日

か
ら

令
和

２
年

２
月

１

９
日

ま
で

３
　

縦
覧

に
供

す
る

場
所

　
　

あ
わ

ら
市

経
済

産
業

部
農

林
水

産
課

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
７
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
８

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
県

営
土

地
改

良
事

業
（

大
土

呂
地

区
農

業
用

用
排

水
施

設
（

農
村

災
害

対
策

整
備

）
事

業
）

に
つ

き
土

地
改

良
事

業
計

画
を

定
め

た
の

で
、

同
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
し

、
関

係
書

類
を

次
の

と
お

り
縦

覧
に

供
す

る
。

　
な

お
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
縦

覧
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
以

内
に

福
井

県
知

事
に

対
し

て
審
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査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
ま

た
、

こ
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
行

政
事

件
訴

訟
法

（
昭

和
３

７
年

法
律

第
１

３
９

号
）

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
こ

の
計

画
が

定
め

ら
れ

た
こ

と
（

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
）

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
福

井
県

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
福

井
県

を
代

表
す

る
者

は
福

井
県

知
事

と
な

る
。

）
、

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

法
第

１
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

こ
の

計
画

が
定

め
ら

れ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
原

則
と

し
て

こ
の

計
画

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

縦
覧

に
供

す
る

書
類

　
　

土
地

改
良

事
業

計
画

書
の

写
し

２
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

　
令

和
２

年
１

月
２

１
日

か
ら

令
和

２
年

２
月

１

９
日

ま
で

３
　

縦
覧

に
供

す
る

場
所

　
　

福
井

市
農

林
水

産
部

農
村

整
備

課

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
２
８
号

　
森

林
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
２

４
９

号
）

第
２

５
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

保
安

林
に

指
定

す
る

予
定

で
あ

る
の

で
、

同
法

第
３

０
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

保
安

林
予

定
森

林
の

所
在

場
所

　
大

野
市

庄
林

西
市

１
字

水
上

谷
１

の
１

、
１

の

２
、

２
字

六
呂

谷
１

の
１

、
１

の
２

２
　

指
定

の
目

的

　
　

干
害

の
防

備

３
　

指
定

施
業

要
件

　
⑴

　
立

木
の

伐
採

の
方

法

　
　

ア
　

次
の

森
林

に
つ

い
て

は
、

定
め

な
い

。

イ
　

主
伐

に
係

る
伐

採
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

立
木

は
、

当
該

立
木

が
所

在
す

る
市

町
に

係

る
市

町
村

森
林

整
備

計
画

で
定

め
る

標
準

伐

期
齢

以
上

の
も

の
と

す
る

。

ウ
　

間
伐

に
係

る
森

林
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
⑵

　
立

木
の

伐
採

の
限

度
な

ら
び

に
植

栽
の

方
法

　
　

・
期

間
お

よ
び

樹
種

　
　

　
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
（

「
次

の
と

お
り

」
は

、
省

略
し

、
そ

の
関

係

書
類

を
福

井
県

庁
お

よ
び

大
野

市
役

所
に

備
え

置

い
て

縦
覧

に
供

す
る

。
）

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
を

実
施

す
る

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

）
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

⑴
　

調
達

を
す

る
物

品
（

以
下

「
調

達
物

品
」

と

い
う

。
）

の
名

称
お

よ
び

数
量

　
若

狭
高

等
学

校
実

習
船

「
雲

龍
丸

」
建

造
工

事
　

一
式

　
⑵

　
調

達
物

品
の

仕
様

等

　
入

札
説

明
書

、
建

造
仕

様
書

、
一

般
配

置
図

お
よ

び
仕

様
特

記
事

項
（

以
下

「
入

札
説

明
書

等
」

と
い

う
。

）
に

よ
る

。

　
⑶

　
契

約
期

間

　
　

　
令

和
３

年
３

月
１

６
日

（
火

）
ま

で

　
⑷

　
納

入
場

所

　
　

　
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

２
　

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

　
こ

の
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、

特
定

調
達

契
約

（
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適

用
を

受
け

る
調

達
契

約
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
格

（
以

下
「

資
格

」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
別

に
知

事
が

行
う

審
査

に

よ
り

認
定

を
受

け
た

者
（

こ
の

入
札

に
係

る
特

定

調
達

契
約

の
入

札
の

日
ま

で
に

資
格

の
認

定
を

受

け
た

者
を

含
む

。
）

で
、

次
に

掲
げ

る
要

件
を

す

べ
て

満
た

す
も

の
と

す
る

。

⑴
　

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
２

２
年

政
令

第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。

⑵
　

入
札

の
日

に
お

い
て

現
に

福
井

県
の

指
名

停

止
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

⑶
　

こ
の

入
札

に
併

せ
て

行
わ

れ
る

資
格

審
査

に

よ
り

、
こ

の
入

札
に

係
る

調
達

物
品

を
納

入
す

る
技

術
的

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

あ
る

こ
と

。

⑷
　

次
の

ア
か

ら
オ

ま
で

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

ア
　

役
員

等
（

個
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
者

を
、

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
役

員
ま

た

は
そ

の
支

店
も

し
く

は
常

時
契

約
を

締
結

す

る
事

務
所

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
が

暴
力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成

３
年

法
律

第
７

７
号

）
第

２
条

第
６

号
に

規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

で
あ

る
者

イ
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

２
号

に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

ま
た

は
暴

力
団

員
が

経
営

に
実

質
的

に
関

与

し
て

い
る

者

ウ
　

役
員

等
が

自
己

、
自

社
も

し
く

は
第

三
者

の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
ま

た
は

第
三

者

に
損

害
を

加
え

る
目

的
を

も
っ

て
、

暴
力

団

ま
た

は
暴

力
団

員
の

利
用

等
を

し
て

い
る

者

エ
　

役
員

等
が

、
暴

力
団

も
し

く
は

暴
力

団
員

に
対

し
て

資
金

等
を

供
給

し
、

ま
た

は
便

宜

を
供

与
す

る
な

ど
直

接
的

も
し

く
は

積
極

的

に
暴

力
団

の
維

持
運

営
に

協
力

し
、

ま
た

は

関
与

し
て

い
る

者

オ
　

役
員

等
が

暴
力

団
ま

た
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

し
て

い

る
者

３
　

電
子

入
札

の
実

施

　
入

札
に

係
る

入
札

参
加

資
格

の
確

認
申

請
お

よ

び
入

札
書

の
提

出
は

、
契

約
担

当
者

の
使

用
に

係

る
電

子
計

算
機

と
入

札
に

参
加

す
る

者
の

使
用

に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
電

気
通

信
回

線
で

接
続

し

た
電

子
情

報
処

理
組

織
（

以
下

「
電

子
入

札
シ

ス

テ
ム

」
と

い
う

。
）

を
使

用
し

て
行

う
。

　
な

お
、

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
電

子
入

札

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
入

札
参

加
資

格
の

確
認

申

請
ま

た
は

入
札

書
の

提
出

を
行

う
こ

と
が

で
き

な

い
者

は
、

入
札

手
続

に
支

障
が

な
い

場
合

に
限

り

、
紙

入
札

承
認

願
（

入
札

説
明

書
別

紙
様

式
２

）

を
提

出
し

、
契

約
担

当
者

の
承

認
を

得
て

、
紙

に

よ
る

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
ま

た
は

入
札

書

の
提

出
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

４
　

資
格

の
確

認
に

関
す

る
事

項

　
こ

の
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
申

請

書
（

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
様

式
。

な
お

、

契
約

担
当

者
の

承
認

を
得

て
、

紙
に

よ
る

申
請

書

ま
た

は
入

札
書

の
提

出
を

行
う

者
（

以
下

「
紙

入

札
者

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
、

入
札

説
明

書

別
紙

様
式

１
）

に
、

必
要

な
書

類
を

添
え

て
次

の

と
お

り
提

出
し

、
こ

の
入

札
業

務
に

関
す

る
福

井

県
の

技
術

的
審

査
を

受
け

、
資

格
の

確
認

を
受

け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
な

お
、

資
格

確
認

申
請

書
等

の
内

容
に

つ
い

て
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限
の

範
囲

内
で

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
有

効
な

入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

８
　

そ
の

他

⑴
　

こ
の

入
札

に
係

る
一

連
の

手
続

お
よ

び
契

約

に
関

す
る

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

な
ら

び
に

通
貨

　
　

　
日

本
語

お
よ

び
日

本
国

通
貨

と
す

る
。

⑵
　

入
札

保
証

金
お

よ
び

契
約

保
証

金

　
福

井
県

財
務

規
則

（
昭

和
３

９
年

福
井

県
規

則
第

１
１

号
）

の
規

定
に

よ
る

。

　
⑶

　
入

札
の

無
効

　
福

井
県

財
務

規
則

第
１

５
１

条
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑷

　
契

約
書

作
成

の
要

否

　
　

　
要

⑸
　

暴
力

団
員

等
に

よ
る

不
当

介
入

を
受

け
た

場

合
の

措
置

ア
　

受
注

者
は

、
福

井
県

暴
力

団
排

除
条

例
（

平
成

２
２

年
福

井
県

条
例

第
３

１
号

）
第

５

条
第

２
項

の
規

定
の

趣
旨

に
の

っ
と

り
、

暴

力
団

員
ま

た
は

暴
力

団
も

し
く

は
暴

力
団

員

と
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
に

よ
る

不
当

介

入
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
所

轄
の

警

察
署

に
届

出
を

行
う

と
と

も
に

、
捜

査
上

必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

イ
　

上
記

ア
に

よ
り

、
警

察
署

に
届

け
出

た
と

き
は

、
そ

の
旨

を
速

や
か

に
発

注
者

に
報

告

す
る

こ
と

。

　
　

な
お

、
上

記
ア

の
届

出
を

怠
っ

た
と

き
は

、
物

品
購

入
等

の
契

約
に

係
る

指
名

停
止

措

置
要

領
の

規
定

に
基

づ
く

、
指

名
停

止
等

の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
あ

る
の

で
注

意
す

る

こ
と

。

⑹
　

２
に

記
載

の
別

に
知

事
が

行
う

審
査

を
申

請

す
る

時
期

と
場

所

　
　

ア
　

申
請

者
の

受
付

時
期

　
福

井
県

の
休

日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元

、
当

該
資

格
審

査
に

係
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局

か
ら

説
明

ま
た

は
確

認
を

求
め

ら
れ

る
場

合
が

あ

る
。

　
⑴

　
申

請
書

等
の

提
出

期
間

お
よ

び
場

所

　
　

ア
　

期
間

　
令

和
２

年
１

月
２

１
日

（
火

）
９

時
か

ら

令
和

２
年

１
月

３
０

日
（

木
）

１
７

時
ま

で

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

福
井

県
小

浜
市

千
種

１
丁

目
６

－
１

３

　
　

　
　

福
井

県
立

若
狭

高
等

学
校

　
⑵

　
申

請
書

等
の

提
出

方
法

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
を

使
用

し
て

送
信

す
る

。　
な

お
、

資
料

の
提

出
を

有
効

に
行

う
た

め
に

は
、

申
請

書
の

情
報

が
、

提
出

期
間

中
に

、
契

約
担

当
者

が
本

件
入

札
に

使
用

す
る

電
子

計
算

機
に

備
え

付
け

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
申

請
書

の
提

出
に

使
用

す
る

Ｉ
Ｃ

カ
ー

ド
は

、
電

子
署

名
及

び
認

証
業

務
に

関
す

る
法

律
（

平
成

１
２

年
法

律
第

１
０

２
号

）
に

基
づ

き
主

務
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

特
定

認
証

業
務

を
行

う
者

が
発

行
し

た
も

の
で

、
か

つ
福

井
県

物
品

等
競

争
入

札
参

加
資

格
者

名
簿

に
登

録
さ

れ
た

代
表

者
の

名
義

で
取

得
し

、
そ

の
Ｉ

Ｃ
カ

ー
ド

情
報

を
福

井
県

の
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

利
用

者
登

録
し

た
も

の
と

す
る

。

５
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付
等

に
関

す
る

事
項

な
ら

び
に

入
札

書
の

提
出

方
法

、
提

出
期

間
お

よ
び

開

札
日

時

⑴
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付
場

所
、

契
約

条
項

を

示
す

場
所

、
契

約
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
名

称
お

よ
び

所
在

地
な

ら
び

に
こ

の
入

札
に

関
す

る
問

合
せ

先

　
　

　
〒

９
１

７
－

８
５

０
７

　
　

　
福

井
県

小
浜

市
千

種
１

丁
目

６
－

１
３

　
　

　
福

井
県

立
若

狭
高

等
学

校

　
　

　
電

話
　

０
７

７
０

－
５

２
－

０
０

０
７

⑵
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付
は

上
記

の
場

所
で

行

う
ほ

か
、

福
井

県
物

品
等

入
札

情
報

サ
ー

ビ
ス

シ
ス

テ
ム

で
公

開
す

る
。

　
⑶

　
入

札
書

の
提

出
方

法

ア
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
こ

の
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

者

　
　

　
　

４
⑵

と
同

様
と

す
る

。

イ
　

紙
入

札
に

よ
り

こ
の

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
者

　
提

出
期

間
内

に
提

出
先

に
持

参
ま

た
は

郵

送
す

る
こ

と
（

郵
送

の
場

合
は

簡
易

書
留

郵

便
と

す
る

。
）

。

　
な

お
、

電
報

ま
た

は
電

送
に

よ
る

入
札

書

の
提

出
は

認
め

な
い

。

　
⑷

　
入

札
書

の
提

出
期

間

　
令

和
２

年
１

月
３

１
日

（
金

）
８

時
３

０
分

か
ら

１
６

時
ま

で

　
⑸

　
開

札
日

時
お

よ
び

場
所

　
　

ア
　

日
時

　
　

　
　

令
和

２
年

２
月

３
日

（
月

）
１

０
時

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

福
井

県
小

浜
市

千
種

１
丁

目
６

－
１

３

　
　

　
　

福
井

県
立

若
狭

高
等

学
校

６
　

入
札

方
法

　
落

札
者

の
決

定
に

当
た

っ
て

は
、

入
札

書
に

記

載
さ

れ
た

金
額

に
、

当
該

金
額

の
１

０
０

分
の

１

０
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
た

金
額

（
加

算
後

の

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

金
額

が
あ

る
と

き
は

、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
た

金
額

）
を

も
っ

て

落
札

金
額

と
す

る
の

で
、

入
札

参
加

者
は

、
消

費

税
お

よ
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

見
積

も

っ
た

契
約

希
望

金
額

の
１

１
０

分
の

１
０

０
に

相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

７
　

落
札

者
の

決
定

に
関

す
る

事
項

　
こ

の
入

札
に

係
る

調
達

物
品

の
予

定
価

格
の

制

年
福

井
県

条
例

第
２

号
）

第
１

条
第

１
項

各

号
に

掲
げ

る
日

を
除

き
、

随
時

申
請

を
受

け

付
け

る
。

イ
　

申
請

書
の

交
付

場
所

お
よ

び
提

出
場

所
な

ら
び

に
申

請
に

関
す

る
問

合
せ

先

　
　

　
　

〒
９

１
０

－
８

５
８

０
　

　
　

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
福

井
県

会
計

局
会

計
課

総
務

第
三

グ
ル

ー

プ

　
　

　
　

電
話

　
０

７
７

６
－

２
０

－
０

２
５

３

⑺
　

こ
の

公
告

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

入

札
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
入

札
説

明
書

等
に

よ
る

。

９
　

S
u
m

m
ary

　
⑴

　
N

atu
re an

d
 q

u
an

tity
 of th

e p
rod

u
ct    

　
　

to b
e p

u
rch

ased

　
　

　
T

rain
in

g
 sh

ip
, 1 set

　
⑵

　
D

ate, tim
e of b

id
d
in

g

　
　

　
10:00A

.M
. F

eb
ru

ary
 3, 2020

　
　

(T
im

e-lim
it for th

e su
b
m

ission
 of

　
　

ten
d
ers 4:00P

.M
. Jan

u
ary

 31, 2020)

　
⑶

　
D

ead
lin

e for d
eliv

ery

　
　

　
M

arch
 16, 2021

　
⑷

　
C

on
tact p

oin
t for th

e n
otice

　
F

u
k
u
i P

refectu
ral W

ak
asa S

en
ior 

H
ig

h
 S

ch
ool, 6-13-1, C

h
ig

u
sa, O

b
am

a 

city
, F

u
k
u
i p

refectu
re, 917-8507, Jap

an

　
　

　
T

E
L
 0770-52-0007

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
５
号

　
令

和
２

年
１

月
９

日
開

催
の

第
１

回
福

井
県

選
挙

管
理

委
員

会
に

お
い

て
、

次
の

者
が

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

委
員

長
に

選
挙

さ
れ

た
の

で
、

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

規
程

（
昭

和
２

９
年

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

告
示

第
３

９
号

）
第

１
条

第
３

項
の

規
定
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に
よ

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

住
所

　
福

井
市

宝
永

４
丁

目
３

番
２

８
号

氏
名

　
金

井
　

亨

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
６
号

　
福

井
県

選
挙

管
理

委
員

会
の

委
員

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
、

ま
た

は
委

員
長

が
欠

け
た

と
き

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
委

員
に

次
の

者
が

指
定

さ
れ

た
の

で
、

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

規
程

（
昭

和
２

９
年

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

告
示

第
３

９
号

）
第

３
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

住
所

　
大

野
市

大
和

町
５

番
５

号

氏
名

　
山

田
　

照
幸

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
７
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

設
立

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨
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届
　

出

年
月

日

令
和

元
年

12月
23日

自
由

民
主

党
福

井
県

福
井

市
第

八
支

部
山

浦
　

光
一

郎
 

 
 

 
 

藤
井

　
渉

福
井

市
宝

永
３

－
１

５
－

１
６

政
治

団
体

の
名

称
代

表
者

の
氏

名
会

計
責

任
者

の

氏
　

　
　

　
名

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

（
政

党
の

支
部

）

（
１

以
上

の
市

町
村

等
の

区
域

を
単

位
と

し
て

設
け

ら
れ

る
支

部
）

（
そ

の
他

の
政

治
団

体
）

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
以

外
の

政
治

団
体

）



　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
８
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

届
出

事
項

の
異

動
に

係
る

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
９
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

政
治

団
体

の
解

散
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
０
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
２

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

３
０

年
分

の
政

治
団

体
の

収
支

報
告

書
の

要
旨

を
次

の
と

お
り

公
表

す
る

。

　
　

令
和

２
年

１
月

２
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

〔
そ

の
他

の
政

治
団

体
〕

 

政
治

団
体

の
名

称
　

藤
原

よ
し

た
か

後
援

会

報
 告

 年
 月

 日
　

令
和

元
年

１
２

月
２

３
日

　
　

１
　

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  　

　
　

 0

　
　

　
前

年
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
0

　
　

　
本

年
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
0

２
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
0

３
　

翌
年

へ
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
0
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届
　

出

年
月

日

令
和

元
年

12月
26日

総
和

会
村

内
　

光
晴

竹
村

　
健

一
今

立
郡

池
田

町
広

瀬
４

－
３

－
３

令
和

元
年

12月
25日

杉
本

達
治

後
援

会
達

親
会

山
浦

　
節

桜
井

澤
　

茂
福

井
市

豊
岡

１
－

１
０

－
２

６

政
治

団
体

の
名

称
代

表
者

の
氏

名
会

計
責

任
者

の

氏
　

　
　

　
名

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

異
　

　
動

年
 月

 日

令
和

元
年

6月
29日

令
和

元
年

6月
29日

令
和

元
年

12月
20日

令
和

元
年

12月
22日

自
由

民
主

党
福

井
県

看
護

連
盟

支
部

国
民

民
主

党
福

井
県

第
１

区
総

支
部

福
井

県
看

護
連

盟

林
よ

り
か

ず
後

援
会

石
丸

　
美

千
代

石
丸

　
美

千
代

川
畑

　
孝

治

細
川

　
英

明

会
計

責
任

者

会
計

責
任

者

代
表

者

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

谷
田

　
清

美

谷
田

　
清

美

川
畑

　
孝

治

大
野

市
春

日
２

丁
目

５
－

１
３

坂
下

　
千

恵
美

坂
下

　
千

恵
美

山
本

　
正

雄

大
野

市
春

日
２

丁
目

１
４

－
７

政
治

団
体

の
名

称
代

表
者

の
氏

名
異

 動
 事

 項
異

  動
  内

  容

新
旧

解
散

年
月

日

令
和

元
年

12月
8日

原
幸

雄
後

援
会

原
　

幸
雄

政
治

団
体

の
名

称
代

表
者

の
氏

名
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手
三
丁
目
十
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番
一
号
　
福
　
井
　
県

　
印
刷
人
　
〒
九
一
〇

｜

〇
〇
一
七
　
福
井
県
福
井
市
文
京
一
丁
目
十
九

｜

二
十
　
髙
桑
印
刷
㈱
　
☎

㉓
六
三
二
二
番


